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特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年３月期第１四半期において「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う影

響額を特別損失として計上する必要が生じましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失（資産除去債務）の計上について 

平成 23 年３月期第１四半期において、資産除去債務 12 百万円を特別損失として計上いたしま

す。 

 

２．特別損失（資産除去債務）の計上理由 

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31 日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年３月 31 日）が平成 22

年４月１日に開始する事業年度からの適用に伴う計上であります。 

これは主として、当社が運営する営業所における賃貸借契約終了後の原状回復義務に係る費用

を算定したものであります。 

 

３. 今後の見通し 

なお、現時点では、平成 22 年５月 13 日に公表しております平成 23 年３月期の第２四半期連結

累計期間および通期業績予想の修正はございません。 

 

 

以     上 


